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「兵庫県本庁舎電話のモバイル化に係るＦＭＣ導入等業務」公募型プロポーザルの質問事項及び回答 

 

整理 

番号 
資料名 項番 質問内容 回答 

１ 募集要項 ４、５ 

参加表明書等の提出期限につきまして、4 スケジ

ュールでは【令和６年３月４日（月）】と記載がご

ざいますが、５ 審査書類の作成及び提出では【令

和６年３月１日(金)】と記載がございます。どちら

が正しい提出期限となりますでしょうか。 

令和６年３月４日（月）が正しい期限です。 

なお、記載の不一致について修正した募集要項をホ

ームページに掲載しました。 

２ 募集要項 ８(3) 

追加提案に関する費用は今回の見積金額の範囲外

として参考価格を提示する認識で相違ないでしょ

うか。 

追加提案のうち、別途費用が発生するものに関して

は、お見込みのとおりです。 

３ 募集要項 ９(1) 

契約の補償額は100分の10に相当する額以上とし

なければならないとありますが、 他の都道府県で

の導入実績のご提出により保証金を免除いただく

ことは可能でしょうか。 または、保証金の契約填

補については兵庫県様に対して直接填補すること

は可能でしょうか 

一定の条件を満たす場合は、誓約書を提出いただく

ことで契約保証金を免除します。 

（免除条件） 

過去２年間に国、地方公共団体と契約の種類及び規

模が同等の契約を複数回締結し、履行した実績があ

ること。 

（契約実績を確認できる書類（契約書等）の提出が

必要） 

４ 調達仕様要件表(様式 6) 1.6. 
本定例会議については導入後の認識で相違ないで

しょうか。 
お見込みのとおりです。 

５ 調達仕様要件表(様式 6) 2.2. 
既存運用の中で内線のピックアップは実施されて

おりますでしょうか。 

所属単位でピックアップができる運用をしていま

す。 

６ 調達仕様要件表(様式 6) 2.2. 

既存交換機の固定電話回線（0ABJ番号）ごとに携

帯端末のグループ設定ができること、との記載が

ございますが、見積額算定に必須のため、具体的

なグループ数（固定回線数）についてご教示をお

願いいたします。 

グループ設定が必要となる固定回線数は、700 以上

としてください。 



2 

 

７ 見積総括表(様式 7) － 

既存の項目から新たに項目を追加してもよいでし

ょうか。不可の場合は内線設定代行費用などを FMC

サービス費用に追加しても問題ございませんでし

ょうか。 

様式 7への項目追加は不可とします。 

記載の見積金額は、FMC サービス費用とし、内訳明

細書に明記してください。 

８ 業務仕様書 ４(3) 

従量制の場合は、本県の通話時間等を考慮し、1台

あたり 100分 0.5G/月との記載がございますが、

通話及びデータ量共に超過した場合、利用実績に

応じた従量課金として、ご請求することは可能で

しょうか 

外線通話が従量課金となる場合は、超過した場合の

具体的な料金体系を提案書に記載してください。 

データ通信は、従量課金ではなく、超過した場合で

も低速での通信が行えるものとしてください。 

９ 業務仕様書 ４(3) 

ご利用を予定しているデータ通信のアプリケーシ

ョン等の内容について、ご教示いただけますと幸

いです。 

現時点で、端末管理機能以外でのデータ通信は予定

していません。 

１０ 業務仕様書 ４(3) 
データ通信につきましても、提案書に料金体系の

明示は必要でしょうか。 

上記８のとおり、データ通信の従量課金は想定して

いませんので、料金体系の記載は不要です。 

１１ 業務仕様書 ４(3) 

データ通信について、ＰＣ等でテザリングはご利

用でしょうか。 

また、ご利用される場合は用途についてもご教示

いただけますと幸いです。 

テザリングの利用予定はありません。 

１２ 業務仕様書 ４(4) 

対象の 6 施設について、凡その職員数の分布につ

いてご教示いただくことは可能でしょうか。 

弊社基地局の収容能力を予め確認し、対策を講じ

た上でご提案できれば幸いです。 

先行導入の２施設については、次のとおりです。 

・東灘区：約 300名、中央区：約 100名 

その他については、令和７年３月の導入時から令和

８年３月までの間は、主に本庁舎（下山手通 5-10-

1）において使用予定です。 

なお、令和８年４月以降の各施設の利用者数につい

ては、現時点では未定です。 

１３ 業務仕様書 ６(1) 

契約の終了日までに本県が継続して業務を遂行で

きるよう必要なデータを汎用的なデータとの記載

がございますが、どのようなデータを指しておら

れますでしょうか。 

 

契約終了時に次期環境にスムーズに移行するため

に必要となるデータ（利用者情報、0A0 番号、内線

番号、グループ設定情報など）を想定しています。 
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１４ 契約書案 － 

携帯端末（以下「物件」という。）の賃貸借及びＦ

ＭＣサービスの提供業務一式と記載がございます

が、ＦＭＣサービスの提供業務一式については必

要となる機器類は兵庫県様の資産として保有いた

だくことは可能でしょうか。それとも、携帯電話

の賃貸借と同様に、ＦＭＣサービスの提供業務一

式に係る機器類についても賃貸借をご希望でしょ

うか。 

ＦＭＣサービスの提供業務一式に係る機器類につ

いても賃貸借としてください。 

１５ 契約書案 － 

乙は、毎月 15日までに前月分の使用料を甲に請求

するものとするとの記載がございますが、要件を

満たない場合についても、毎月 20日までのご請求

について許容いただくことは可能でしょうか。 

請求時期は、契約時の協議により変更可能です。 

１６ 契約書案 － 

乙は、物件につき乙の費用で動産総合保険を付保

するものとするとございますが、物件（レンタル

携帯電話）に対する補償の附帯という意味合いで

相違ございませんでしょうか。 

携帯電話及びＦＭＣサービスの提供業務一式に係

る機器類が対象になります。 

１７ その他 － 

兵庫県指定の契約書とは別に、弊社所定により、

サービス提供会社とのお申込み及び契約が別途必

要となりますが、ご対応可能でしょうか。可能な

場合、各サービス提供会社からのご請求となりま

す。 

対応可能です。（詳細は別途協議となります） 

１８ その他 － 

兵庫県 出納局より発出されている「（事業者の皆

様へ）物品入札等関係書類への押印廃止について」

の通り、本入札についても入札関連書類への押印

については省略可能でしょうか。 

本プロポーザルにおいても、必要事項（法人名、住

所、代表者職氏名、連絡先電話番号、メールアドレ

ス）の記載を要件に押印省略可能です。 

（様式５及び８について押印を省略する場合は、必

要事項を追記してください） 

 


